
別紙様式２

【基本事項】

107

会計

10 款 2 項

2 目 細目

5 章

1 節

4 項

【事業目的】

【事業内容】

【事業コスト】

単位

千円

日

日

千円

千円

千円

千円

千円

千円

コストの
増減理由

　対象者増減による

1,990 1,734

その他財源

一般財源 1,929

1,999 1,990 1,734

財
源

特
財

国・県補助金

2,068 1,999

1,734

主担当職員

1,929 2,068

地方債

その他職員

   事業費合計 1,929 2,068 1,999 1,990

Ｈ21決算 Ｈ22決算

費
用

費用合計

人
件
費
その他

Ｈ23決算 Ｈ24決算

意　図
（事業の狙
い）

　経済的理由で修学困難と見込まれる児童の保護者に必要な援助を行い、義務教育の
円滑な運営に資する。

見直しの履歴
　準要保護について16年度まで国庫補助対象
か17年度から町単独費にて対応（基準は最上管内統一した）

実施内容

　要保護　　修学旅行費・医療費のみ対象　他は生活保護法にて対応
準要保護　修学旅行・医療費・給食・校外活動費・新入学用品・学用品・体育実
技用品・通学費
平成24年度対象人数　準要保護25名

区　分 Ｈ20決算

総合計画の
位置づけ
(後期基本計
画)

「心豊かな人と文化を育むまち」づくり

学校教育の充実

一人ひとりの子どものニーズに対応した教育の推進

対　象
（誰、何を）

　対象児童の保護者に対する支援

根拠法令 生活保護法 町条例・要綱等 就学援助事業実施要綱

予算
科目

一般会計

科目
教育費 小学校費

小学校振興費

担当課 教育課 担当名 総務管理・学校教育担当

事業期間 □単年度　■単年度繰返（昭和２５年度開始）　□期間限定（　　　年度～Ｈ　　年度）

事業評価シート

№7

管理番号 事業名 要・準要保護就学援助事業 評価時期 平成25年5月



【項目別評価】（Ａ高～Ｄ低）

A A A

【内部総合評価と改善計画】

ランク

【外部評価と評価委員意見】

　　縮小 ← 成果 → 拡大

外部評価 外部評価委員意見

A 　教育の機会均等、公平性の観点から対象者の増減に関わらず、事業継続を望む。

町民・議会等の
要望・時期等

今後の方向性 □廃止　□休止　□終了　□統合　■継続　□一部見直し　→ 見直しの方向性

改善計画

減
↑

費
用
↓

増

　昨今の雇用・経済情勢からし
て、安定した修学の確保が必要で
ある。

 最上管内統一基準である。  当該児童の適正な修学が確保さ
れた。

Ａ:計画どおり事業推進が適当　　　　Ｂ:事業の進め方に改善が必要
Ｃ:事業規模、内容等の見直しが必要　Ｄ:事業の統合、休・廃止が必要

総合評価と理由
　義務教育の円滑な運営と、平等な修学機会の確保が図られていることか
ら、今後も継続すべき制度である。 A

民間と競合している
町民負担を見直す余地が
ある

継続実施しても成果向上
の余地がない

理由 理由 理由

住民ニーズが低下、または
サービス過剰

従事人数を節減する余地
がある

対象を見直す余地がある

国・県事業と重複 事務改善の余地がある
成果向上のために事業内
容を見直す余地がある

妥当性
（行うことは適当か）

効率性
(削減余地がないか)

有効性
(成果が向上しているか)

当初の目的を達成している
事業費を節減する余地が
ある

上位施策にあまり貢献し
ていない



別紙様式２

【基本事項】

112

会計

10 款 3 項

2 目 細目

5 章

1 節

4 項

【事業目的】

【事業内容】

【事業コスト】

単位

千円

日

日

千円

千円

千円

千円

千円

千円

コストの
増減理由

　対象者増減による

1,865 2,078

その他財源

一般財源 610

1,861 1,865 2,078

財
源

特
財

国・県補助金

1,516 1,835

26

2,078

主担当職員

610 1,516

地方債

その他職員

   事業費合計 610 1,516 1,861 1,865

Ｈ21決算 Ｈ22決算

費
用

費用合計

人
件
費
その他

Ｈ23決算 Ｈ24決算

意　図
（事業の狙
い）

　経済的理由で修学困難と見込まれる生徒の保護者に必要な援助を行い、義務教育の
円滑な運営に資する。

見直しの履歴
  準要保護について16年度まで国庫補助対象
17年度から町単独費にて対応（基準は最上管内統一した）

実施内容

　要保護…修学旅行費・医療費のみ対象　他は生活保護法にて対応
か準要保護…修学旅行･医療費・給食･校外活動費･新入学用品･学用品･体育実技用
品・通学費
平成24年度対象人数　準要保護21名

区　分 Ｈ20決算

総合計画の
位置づけ
(後期基本計
画)

「心豊かな人と文化を育むまち」づくり

学校教育の充実

一人ひとりの子どものニーズに対応した教育の推進

対　象
（誰、何を）

  対象生徒の保護者に対する支援

根拠法令 町条例・要綱等 就学援助事業実施要項

予算
科目

一般会計

科目
教育費 中学校費

中学校振興費

担当課 教育課 担当名 総務管理・学校教育担当

事業期間 □単年度　■単年度繰返（昭和２５年度開始）　□期間限定（　　　年度～Ｈ　　年度）

事業評価シート

№7

管理番号 事業名 要・準要保護就学援助事業 評価時期 平成25年5月



【項目別評価】（Ａ高～Ｄ低）

A A A

【内部総合評価と改善計画】

ランク

【外部評価と評価委員意見】

　　縮小 ← 成果 → 拡大

外部評価 外部評価委員意見

A 　教育の機会均等、公平性の観点から対象者の増減に関わらず、事業継続を望む。

町民・議会等の
要望・時期等

今後の方向性 □廃止　□休止　□終了　□統合　■継続　□一部見直し　→ 見直しの方向性

改善計画

減
↑

費
用
↓

増

　昨今の雇用・経済情勢からし
て、安定した修学の確保が必要で
ある。

　最上管内統一基準である。  当該生徒の適正な修学が確保さ
れた。

Ａ:計画どおり事業推進が適当　　　　Ｂ:事業の進め方に改善が必要
Ｃ:事業規模、内容等の見直しが必要　Ｄ:事業の統合、休・廃止が必要

総合評価と理由
 義務教育の円滑な運営と、平等な修学機会の確保が図られていることか
ら、今後も継続すべき制度である。 A

民間と競合している
町民負担を見直す余地が
ある

継続実施しても成果向上
の余地がない

理由 理由 理由

住民ニーズが低下、または
サービス過剰

従事人数を節減する余地
がある

対象を見直す余地がある

国・県事業と重複 事務改善の余地がある
成果向上のために事業内
容を見直す余地がある

妥当性
（行うことは適当か）

効率性
(削減余地がないか)

有効性
(成果が向上しているか)

当初の目的を達成している
事業費を節減する余地が
ある

上位施策にあまり貢献し
ていない


